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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

新エネルギー小委員会 バイオマス持続可能性ワーキンググループ（第 13回） 

 

日時 令和３年 11月 22日（月）13：02～14：24 

場所 オンライン開催 

議題 ①ＦＩＴ制度が求めるライフサイクルＧＨＧの基準と確認方法について 

   ②ＦＩＴ制度が求める持続可能性を確認できる第三者認証について 

 

○和田新エネルギー課長補佐 

 それでは定刻になりましたので、ただ今より総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新

エネルギー分科会新エネルギー小委員会のバイオマス持続可能性ワーキンググループ第 13

回を開催させていただきます。 

 冒頭、事務局よりご報告事項がございまして、新エネルギー課長の能村よりご説明させて

いただきます。 

 

○能村新エネルギー課長 

 事務局で課長を務めております、能村です。よろしくお願いいたします。事務局の手続の

関係でございますが、不備がございました。座長を除く委員の方々の任期が超えた状態で第

11回、第 12回の２回の委員会を開催してございました。事務局の不手際により、多大なご

迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。座長をはじめ、各委員のご了解

をいただいた上で、この２回分の出席名簿や議事録については必要な修正、補正を行ってご

ざいます。 

 また、本委員会開催に当たりまして、各委員の皆様の委嘱の手続は既に終えていますこと

を、申し添えさせていただきます。同じ過ちを繰り返さぬよう、資源エネルギー庁全体でも

問題意識を共有し、再発防止に取り組んでいるところでございます。 

 以上、事務局のご報告事項となります。 

 

○和田新エネルギー課長補佐 

 それでは、議事に先立ちまして、事務的に留意点を申し上げます。本委員会はこれは毎度

でございますけれども、新型コロナウイルス感染症防止対策の観点からオンラインでの開

催とさせていただいております。ご参加いただいている皆さまにつきましては、本委員会の

開催中は回線の負担の軽減を図るため、カメラをオフの状態でご審議をいただき、ご発言時

以外はマイクをミュートの状態にしていただきますよう、よろしくお願いいたします。ご発

言をご希望の際は、マイクのミュートを解除していただき、お声掛けいただくか、チャット

機能を活用いただいて、発言希望の旨をお書き込みいただきまして、座長からの指名をお待

ちいただければと思います。 
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 本日の委員会の一般傍聴につきましては、これも新型コロナウイルス対策の政府全体の

方針を踏まえまして、またより広く傍聴をいただくという観点からも、インターネット中継

での視聴方式を取らせていただいております。 

 それでは、以後の進行につきましては、髙村座長にお願いすることといたします。座長、

よろしくお願いいたします。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。委員の皆さま、お忙しい中お集まりいただいてありがとうござい

ます。 

 それでは、お手元の議事次第に従って議事を進めてまいりたいと思います。なお、本日は

橋本委員がご所用のため、ご公務かと思いますが欠席となります。 

 それでは、まず初めに事務局から、本日の資料の確認をお願いいたします。 

 

○和田新エネルギー課長補佐 

 それでは、本日の資料についてでございますけれども、配付資料の一覧にございますとお

り、議事次第、委員等名簿、座席表に加えまして、資料１として「ＦＩＴ制度が求めるライ

フサイクルＧＨＧの基準と確認方法について」、資料２として「ＦＩＴ制度が求める持続可

能性を確認できる第三者認証について」の２点をご用意しております。もし不足等あればご

指摘ください。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。委員の皆さまのところで、配付資料等問題ございませんでしょう

か。もし不足のもの等ございましたら、事務局宛てにご連絡いただければと思います。 

 それでは、議事に入ってまいります。早速でございますけれども、バイオマス発電のライ

フサイクルＧＨＧについてと、事務局から資料の１のご説明をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

○和田新エネルギー課長補佐 

 それでは資料について、事務局よりご説明させていただきます。 

 まず、資料１をご覧ください。２ページ目でございますけれども、前回第 12回でのワー

キングでの主なご指摘事項を整理させていただいております。まず、今後のスケジュールに

ついては、前回のヒアリングにおいて各団体から数字を提示いただいたことも踏まえて、ど

のような手順や既定値を決めていくかということについて、スピード感を持って検討して

いくということと、丁寧に検討することを両立しなきゃいけないというご指摘をいただい

ておりました。 

 また、ライフサイクルＧＨＧの基準の検討については、確認手段についても調査がしっか
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り必要であることと、情報開示や透明性の確保が重要であるというご指摘をいただいてお

りましたし、制度化する上で固有の状況をどのように反映する仕組みにするかと、議論でい

うと既定値とそれ以外のものということになりますけれども、そこについてもご指摘を頂

きました。 

 また、その確認手段ですとか基準については、国際的にも齟齬のない水準を検討する必要

があるということも、ご指摘いただいております。また、新規燃料につきましては、昨年の

議論も踏まえて、主産物について今後どのようにしていくかということについても、いま一

度明確にすべきというご指摘を頂きました。 

 １枚おめくりいただきまして、３ページでございますけれども、今の申し上げたご指摘も

踏まえて、このワーキンググループで大きく議論している持続可能性、食料競合、ライフサ

イクルＧＨＧ、この３つの観点で今の議論の状況を再度整理をさせていただいております。 

 まず、ＦＩＴ制度に求める持続可能性基準というところにつきましては、昨年のワーキン

グにおいても既に整理をいただいておりまして、昨年までに第三者認証としてＲＳＰＯ、Ｒ

ＳＢ、ＧＧＬを認定したというところでございます。今年度は今年の夏のワーキンググルー

プにおいて、ＭＳＰＯ、ＩＳＣＣ、農産資源認証協議会、３つからヒアリングをさえていた

だいておりまして、こちらは本日の議論を踏まえながら年内をめどに結論を得て、算定委の

ほうに報告を目指していくと、こういうスケジュールかなというふうに考えております。 

 次に、食料競合でございますけれども、昨年のワーキングの議論において、非可食かつ副

産物のバイオマス種の食料競合の懸念がないものということは、整理をさせていただきま

した。一方で、先ほどもあったような可食であったり、主産物の扱いについては、海外にお

ける議論の状況のさまざまな土地利用変化ですとか、いろいろな議論がございますので、そ

うした議論の経過も注視をしつつ、必要に応じて改めて検討するということにさせていた

だいておりまして、非可食、副産物と、可食、主産物のところに関しては少し分けて、先に

非可食、副産物の議論を進めていくというふうに整理をさせていただいたというふうに、認

識をしております。 

 ライフサイクルＧＨＧにつきましては大きく３つ、算定式、排出量の基準、確認方法の３

つの議論が必要であるということを整理をいただいておりまして、算定式については、今年

の夏におおむね整理をいただいたものと認識をしておりまして、今年度中に算定委に報告

するということが基本的な方向かと考えております。 

 残ります排出量基準と確認方法については、これもできるだけ年内に方向性を示してい

くということかと思いますけれども、本日ご議論いただいた内容も踏まえて、可能な限り今

年度の算定委に報告をしていくと、こういうことかというふうに考えております。 

 また、このうち食料競合についてですけれども、前回委員の先生方から現状を少し分かり

やすく整理すべきだというご指摘を頂いておりましたので、４ページについては既に議論

させていただいたフローでございますけれども、５ページに今まで要望のあった、バイオマ

ス種の検討の状況というのを整理させていただいております。 
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 １点、ご留意いただかないといけないのは、新規燃料として認める、認めないというもの

ですとか、基準に合っている、合っていないということの最終判断も算定委が行いますので、

ここに書いているもののバーが入っているものについては、基準を満たすことが現時点で

確認できていないものということになりますけれども、残りの何も書いていないところと

いうのは今、少なくとも基準を満たしていないということを確認はされていないわけです

が、これを認めるか否かということについては、改めて算定委の議論が必要になりますので、

ここでバーが入っていないからといって今、この時点をもって新規燃料として認められる

ことが確定しているわけでもございませんし、当然持続可能性基準やＧＨＧの基準という

こともセットで見ていく必要がございますので、何かここで予断をもってお示しするもの

ではありませんが、バーが入っているものについては明確に言えば逆に、食料競合の観点で、

基準を満たせていないものだというふうに認識しているところでございます。 

 次に２ページおめくりいただきまして、８ページでございます。本日の論点というところ

でございますけれども、先ほども申し上げたとおり、本日は持続可能性基準の論点とＧＨＧ

の議論、大きく２つございます。まずこの資料はＧＨＧの議論から始めさせていただく形に

なっております。先ほどもお話がありましたとおり、ライフサイクルＧＨＧの３つの論点の

うち、算定式については 10回までにおおむね整理をさせていただきました。したがいまし

て、本日はこの排出量の基準と確認手段について、ご議論いただくということでございます。 

 まず、排出量の基準につきましては、これは従前からお示ししているものではございます

けれども、主に以下３点の検討が必要だというふうに考えております。１つ目は比較対象の

電源をどのように選定するか、２つ目は、その比較対象電源のライフサイクルＧＨＧをどの

ように算出するか、３つ目は、比較対象電源に対する削減率をどうするかというところかと

いうふうに考えております。 

 また、確認手段につきましても論点は大きく３つと認識をしておりまして、１つ目はこの

Ａの既定値の作成をどのようにしていくか、Ｂの確認スキームをどのように構築していく

か、また確認のタイミングをどのようにするかと、３点が大きな論点になってくるかという

ふうに考えております。この②、③両方の検討項目について、主に先行制度であるＥＵの事

例も確認した上で、ＦＩＴ制度における考え方を本日ご検討いただくということかと考え

ております。 

 また、１点留意事項でございますけれども、この資料全体において、ＦＩＴ制度において

ということを書かせていただいておりますけれども、当然バイオマス発電がＦＩＰ、フィー

ド・イン・プレミアムのほうで対象になるときにも、同様の基準が適用されるということに

なると考えておりますので、この資料においてＦＩＴ制度と書いているものは、いわゆるＦ

ＩＴ法の中で認定されるもの全てが対象になると、そのような理解で整理をしております。 

 それでは、中身に入らせていただきます。11 ページを御覧ください。まず先ほど申し上

げたとおり、先行制度であるヨーロッパはどうなっているかというところでございます。Ｅ

Ｕにおける制度、今ある最新のＥＵ－ＲＥＤⅡの状況でございますけれども、まず比較対象
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電源につきましては、2030 年に想定される電源構成に応じた火力発電、具体的には下にご

ざいますとおり、石炭、石油、ガスが対象になっております。それを前提に比較対象電源の

ライフサイクルＧＨＧにつきましても今、申し上げた石炭、石油、ガスの電源構成に応じて、

加重平均したライフサイクルＧＨＧを適用しているという、こういう状況でございます。 

 具体的に申し上げると、石炭、石油、ガスは 45.5％、1.6％、52.9％というふうにＥＵ－

ＲＥＤⅡでは参照されておりまして、基準となりますライフサイクルＧＨＧの排出量で申

し上げると、183gＣＯ２/ＭＪというものが、基準値として設定されているということでご

ざいます。 

 １ページをおめくりいただきまして、12 ページをご覧ください。次に削減率の状況でご

ざいます。ＥＵの 2009年に発効されたＥＵ－ＲＥＤにおきましては、発電用と輸送用で同

じ削減率が設定されております。また固体、気体燃料に関しましては、ＲＥＤⅡにおいて

2021 年から 2025 年の間に稼働する設備について、比較電源対象のライフサイクルＧＨＧ

に対して 70％減、2026 年以降に稼働する設備に対しては 80％減の削減率が設定されてい

ると、こういう状況でございます。また、確認の手段と言いますか、タイミングという意味

では、現時点でＥＵの主要加盟国の担保法において、燃料調達毎に削減率 70％を求めてい

るという状況でございます。 

 このＥＵ－ＲＥＤが検討された際の経緯でございますけれども、これも以前、ご議論があ

りましたけれども、ＥＵでは個別の議論に対して、試算結果を確認した上で削減率を設定し

ているというふうにされていることと、ＲＥＤⅡにおいては 2010年の欧州委員会の公式資

料で、試算値を示した上で削減率の目安となるターゲットを示したという経緯がございま

す。これは何を指しているかといいますと、ＥＵ－ＲＥＤ、ＲＥＤの改正、ＥＵ－ＲＥＤⅡ

といずれもございましたけれども、先の目標を示して規制といいますか、削減率を課してい

くという形になっていまして、遡及的な適用は行われていないと、ここが一つポイントにな

ってくるところかなというふうに考えております。 

 今、ちょっと口頭で申し上げたことを 13ページに表で整理をいたしておりまして、これ

を見ていただいても、ＲＥＤであると 35％減というところから、一番上のところが始まっ

ておりますけれども、基本的に制度が何か変わるたびに、将来に向かって規制が変わってい

っておりますけれども、過去のものに対して、例えば１度 35％でいいといったものに対し

て、後から新しい規制をかけるようなことはしていないというのが、この表から見て取れる

ところでございます。 

 すいません、次をおめくりいただきまして、16 ページでございます。今、申し上げたよ

うなところも踏まえて、わが国のＦＩＴ制度における基準をどういうふうに作っていくか

というところが、この 16ページ以降の議論でございます。まず、１つ目の議論であります

対象電源と対象のライフサイクルＧＨＧを、どのようにおくかというところでございます

けれども、ここはＥＵの議論も踏まえまして、わが国においても 2030年のエネルギーミッ

クスを想定した火力発電を比較対象電源として、当該対象電源に対するミックスの電源構
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成に応じた加重平均のＧＨＧ、これは具体的な数字を計算すると 180gＣＯ２/ＭＪというふ

うになりますけれども、これは先ほどヨーロッパで申し上げたところの、183gＣＯ２/ＭＪ

というものと対応する数字でございまして、基本的にヨーロッパと同様の考え方で、数値と

してもヨーロッパと遜色がないものだというふうに考えております。 

 次に、削減率のところでございますけれども、ＥＵの制度の状況ですとか、これまでワー

キングでご議論いただいた内容も踏まえますと、次の以下の２つの観点を踏まえて水準を

検討するということはどうかというふうに考えております。 

 まず１つ目につきましては、諸外国と遜色のない削減目標とすること、もう一つは、目標

水準を満たすバイオマス燃料の供給可能性及びサプライチェーン全体での取り組みを促す

一定のリードタイムが必要であることを考慮すること、要すれば今、目標を達成しないもの

であったとしても、当然努力の余地というのはございますので、ただ例えば今年、何か数字

を決めて、じゃあ、来年からといっても、それは直ちに対応できるものではないので、そう

いったリードタイムを考慮することが必要なのではないかということを、ご提案させてい

ただいております。 

 この 17 ページは先ほどのヨーロッパの例と同じように、2030 年のわが国の今、議論さ

れているミックスを前提とした場合の火力の電源構成とＣＯ２の削減量をお示ししており

ますので、ご参考までご覧ください。 

 次に 18ページでございますけれども今、申し上げたライフサイクルＧＨＧの排出量の基

準の考え方の、２つの観点を踏まえまして検討すると、ＥＵの削減率というのは、液体燃料

に対してまず 65％、固体、気体に関して、若干の差がありますけれども 70％というものが

課されているということを踏まえると、これと遜色ない水準ということで、わが国において

は液体、固体、気体、全て一律に 70％提供するというのが一つ、案になるのではないかと

考えております。 

 一方で、先ほども申し上げたとおり、ＥＵにおいてはＲＥＤの発効から今、この 65、70

という数字に来るまで 15年以上かけて段階的に引き上げが行われていること、先ほども申

し上げたとおり、排出量の削減へサプライチェーン全体で対応していくには、一定程度時間

がかかるということも想定されることから、最終的な削減の目標は 2030 年度とした上で、

そこまで段階的に削減率を引き上げていくということが妥当なのではないかというふうに

考えております。具体的には、この下の矢羽根のところに書いておりますとおり、2030 年

度以降に使用する燃料については、70％減というのを達成を要求する一方で、制度開始後

2030年までの間というのは、燃料調達ごとに 50％減を要求するという形はいかがかという

ふうに考えております。 

 当然 2030 年度以降ということで少なくとも 70％にするというのが、今の案でございま

すけれども、それよりさらに強化が必要なのか、そのままでいいのかということにつきまし

ては、2025 年度頃をめどに、サプライチェーン全体での取り組みの状況でありますとか、

国際的な議論の動向を確認した上で、必要に応じて見直しをするか否かも含めて再検討さ
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せていただくのはいかがかというふうに考えております。 

 一方で 2022年度以降に認定する案件につきましては、本ワーキングにおいて今、こうい

った排出量の基準が一定の方向性を示されていることも踏まえて、ライフサイクルＧＨＧ

の確認制度の適用が開始された後は、新規の案件と同様に、ライフサイクルＧＨＧの排出量

の基準を適用することとしてはどうかということを示しています。これは何も特段の条件

を課さなかった場合、今から制度が開始されるまで数年、どのぐらいかかるかというのは後

ろで議論がありますけれども、その間に駆け込むようなことがないようにということで、

2022 年度以降の認定案件については、制度が運用開始されればある種遡及的に、明らかに

なっていますので、事業者さんからは予見可能性があるということで、全ての案件に対して

この基準を適用するというふうなことで、いかがかというふうに提案させていただいてお

ります。 

 20 ページをご覧ください。すいません。次に、論点が１つ変わりまして、ライフサイク

ルＧＨＧの確認方法のところになります。これは、先ほど申し上げたような基準を設定した

上で、その基準が適用されているかどうかをどのように確認していくかというところでご

ざいますけれども、まず、ライフサイクルＧＨＧの確認方法としては、これは今までも議論

いただいておりますとおり、既定値を適用する方法と、個別計算による２つの方法があると

いうふうに考えられます。 

 ここで一応、念のため、２つの言葉を明確に整理させていただければと思いますけれども、

既定値というのはバイオマス種ですとか、製造方法、輸送距離等の条件を設定して、その条

件を満たす燃料に適用可能なライフサイクルＧＨＧをあらかじめ制度として決めてしまっ

ておいて、その前提となる条件を満たしていれば、そのライフサイクルＧＨＧの値を適用し

てしまうと。個別計算する場合と比べて確認の手間がかからない、確認する工程が短くて済

むので、比較的事業者さんからは使いやすくなるという仕組みかなというふうに考えてお

ります。 

 一方で、個別計算のほうは、既定値の適用条件を満たさない場合なので、一定の算定式に

基づいて個別の取り組みを反映していただいて、それでＧＨＧの排出量が基準値に適応し

ているかどうかというのを確認いただく、そのような方法になっております。下の表に整理

しておりますとおり、おのおの確認が必要となる事項、要検討事項というのがございまして、

既定値の場合は、対象バイオマスが既定値の定義となる条件を、どのようにするかというこ

とを確認いただかないといけないですし、それとセットで、既定値を作るに当たってどのよ

うな分類が適切かですとか、どのようなスキームで確認するかというところも整理が必要

になってきます。 

 個別計算につきましても、対象工程のカバレッジですとか、排出量の算定に用いられる数

字の照合というのが、確認が必要になりますけれども、それと並んでですが、どのようなス

キーム、やり方で個別計算していくのか、それを確認するのかというところを整理させてい

ただく必要があると、そういうふうな状況でございます。 
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 １ページおめくりいただきまして、21ページでございます。今、申し上げたことを再度、

認識を一にするという意味で、フローチャートの形式で整理をさせていただいております。

大きな流れですけれども、一番簡単なのが、既定値を使ったやり方ということになりますの

で、一般にこの既定値の適用条件を満たしているか否かということを確認していただいて、

適宜それが満たされていれば、削減率が下回っているかという確認、それが問題なければ、

ライフサイクルＧＨＧの水準をクリアできると。これが１つでも引っ掛かるものがあれば、

個別計算のほうで確認をいただいて、それが大丈夫であれば基準を満たす、満たさないとい

うところが確認されるというふうな流れになるかと考えております。 

 おのおののところで、当然論点というのがございまして、全体で確認のタイミングをどう

するかということですとか、先ほど申し上げたような、おのおのの値の算定の方法ですとか、

作成の方法というのは、今後ご議論いただく必要があろうかというふうに考えております。 

 こちらも、次のページ以降で、ヨーロッパ等の先行事例について、まず整理をさせていた

だきました。23 ページをご覧ください。まずは、ＥＵにおける既定値でございますけれど

も、先ほども申し上げたとおり、下の表が一番具体的でございますけれども、燃料種ですと

か、その製造方法、輸送距離に基づいておのおのの既定値が設定されると、これはヨーロッ

パの事例でございます。わが国においても、どのような燃料の種別でやるのか、どのような

製造方法の区分けにするのかといったところを今後ご議論いただいて、策定していく必要

があろうというふうには考えております。 

 もう１ページおめくりいただきまして、24 ページでございますけれども、ＥＵにおける

ライフサイクルＧＨＧの確認のスキームというところでございます。このＥＵ－ＲＥＤⅡ

のほうは、まだ活用できる第三者認証を審査中ということでございますけれども、このＥＵ

－ＲＥＤにおきましては、ライフサイクルＧＨＧの値として既定値を用いる場合、個別計算

を行う場合、いずれも第三者認証を活用することが決められておりまして、ここに一覧で表

が載っておりますけれども、われわれの今まで議論の中で出てきたようなＲＳＰＯですと

か、ＲＳＢというものも活用されていると、このような状況でございます。 

 もう１ページおめくりいただきまして、25 ページでございます。ここは現行のＦＩＴ制

度における持続可能性の確認方法ということで、ここはワーキングの先生方には、よくご存

じのところかと思いますけれども、持続可能性の確認においては、輸入木質については林野

庁さんのガイドラインを参照した森林認証制度ですとか、ＣｏＣ認証制度を今、活用させて

いただいているということ、農産物につきましては、先ほども出てきたようなＲＳＰＯ、Ｒ

ＳＢ、ＧＧＬなどの第三者認証を活用していくと、このような状況でございます。 

 次は持続可能性の確認のタイミングでございますけれども、今、これは持続可能性のほう

の議論においては、輸入木質バイオマス、農産物ともにＦＩＴ認定の前提として、計画段階

で確認いただくとともに、燃料納入時に確認結果の保存をお願いしていると、このような状

況でございます。 

 ２ページおめくりいただいて、28 ページからは今後わが国において、どのような方向で
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議論していく、ところでございます。 

 まず既定値の作成に当たりましては、先ほども申し上げたとおり、バイオマス種ですとか

生産地域、製造工程、輸送方法などの情報を調査をさせていただいて、どのような条件で既

定値を設定していくのかということについて、議論が必要かというふうに考えております。

参考としましては 12回で、前回のワーキングにおいてお示しいただいた業界団体による試

算値というのが、１つの参考値になろうかなとは思っておりますけれども、これは前回も申

し上げたとおり、あの数値自体が予断するものではないわけでございますが、そういったも

のも参考にしながら、今後のワーキングでバイオマス種ごとの必要な条件を精査して、既定

値を設定していくことが必要かというふうに考えております。 

 次に 29ページでございます。これが確認スキームのところでございますけれども、先ほ

どご紹介したとおり、ＥＵにおいても第三者認証機関等を活用されているということを踏

まえると、そうしたものの活用というのが一つ、有力な手段になってくるのかなというふう

には考えておりますが、第 10回のワーキングにおいても、第三者認証機関でヒアリング等

を行うことで、検討を進めるという方針を示していただいておりますので、今後こういった

ところを進めていく必要があろうかなというふうに考えております。 

 一方で、現在の状況を確認させていただくと、輸入木質バイオマスのところについては、

ＧＨＧの把握を行うような仕組みになっていないということ、一方で農産物のところにつ

きましては、ＥＵ－ＲＥＤにおいても既に先ほど申し上げたＲＳＰＯなどの手段が使われ

ているところもあるという状況がございますので、まずは農産物の収穫に伴って生じるラ

イフサイクルＧＨＧの確認について、既存の第三者認証が使えるのではないかということ

を念頭に、今後のワーキングにおいて、関係者にヒアリングをさせていただくという形とし

てはどうかというふうに考えております。 

 一方で、農産物以外の燃料については、新たな第三者認証の活用ですとか、独自の個別計

算の仕組み、あるいは既定値も含めた簡便な確認方法を定めることが必要かというふうに

考えております。ここは、これも次回以降のワーキングにおいて、検討させていただくとい

うことかというふうに考えております。 

 なお１点、新規燃料について、おのおのの新規燃料がどの分類に当たるのか、要は農産物

なのか、農産物以外なのかということについては、最終的に残された論点が出た段階で、調

達価格等算定委員会によって判断されるものということになりますので、現時点ではどれ

が農産物、どれが農産物でないかということが明確になっていないということは、しっかり

ご確認をいただければというふうに思います。 

 次、30 ページですけれども、ライフサイクルＧＨＧの排出量の確認のタイミングという

ところでございます。これは、基本的に今の持続可能性基準と同じように、ＦＩＴの認定時

に、ライフサイクルＧＨＧが所定の削減値を下回るということを確認させていただくのと、

実際に燃料納入時、要は燃料の調達ごとに、そういった基準に適合した燃料であるというこ

との確認をしていただいて、その証拠となる書類を保存していただくと。これは当然、今ま
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で申し上げた確認手段が固まってから、どういうものが実際に保存が必要かということが

決まるわけですけれども、何か認定証書などを保存していただくと、そういった形になろう

かなというふうに考えております。当然、燃料のライフサイクルＧＨＧ基準を満たすことが

確認できていない燃料の使用が確認された場合には、ＦＩＴ法に基づく指導ですとか、改善

命令の対象になりますし、改善がなされない場合には、当然認定を取り消すということもあ

り得るというふうに考えております。 

 次は少し話が変わって、既認定案件の扱いというところでございます。こちらにつきまし

ては、第 10回ワーキングにおいて、既認定の案件については新規認定と切り分けて検討す

ることが必要ということを整理いただきました。33 ページに当時の第 10 回の資料をつけ

させていただいておりますけれども、新規と既認定というのは分けて議論するということ

は、夏に整理をいただいております。これも、事務局でもいろいろ確認をさせていただきま

したけれども、既認定については当然、燃料のもう既に動いている案件が多ございますので、

その燃料の安定調達の観点から長期の契約を結ばれている場合ですとか、一定のポートフ

ォリオがあるにせよ、前提として今の基準を前提にファイナンスが組まれている事例とい

うのもございますので、新規認定と同様の排出量の基準を適用することは、なかなか実態と

して難しいのかなというふうに考えております。 

 こうした状況を踏まえまして、既認定に関しても、当然全く何もしなくていいというわけ

ではございませんで、今後示される今、ご説明したようなライフサイクルＧＨＧの排出量の

基準を踏まえまして、最大限排出削減に努めることを、まず既認定に対しても当然求めては

いくと。その上で、その取り組みの内容というのを、自社のホームページ等でしっかり情報

開示をしていただいて、わが国にも報告をしていただくと、そういった形にするのがよいの

ではないかというふうに考えております。 

 全体のまとめとして、34ページでございますけれども今、申し上げたとおり、2021年度

までに認定を受けたものにつきましては今、申し上げたような実質的な取り組み、情報開示

であるとか、報告ということをしていただくというのが、基本的な考え方かなと思います。

2022年以降にＦＩＴ認定を得るものにつきましては、50％減、70％減という基準を課して

いくと、このような形にするというのがよいのではないかというふうに考えております。 

 事務局からの説明は以上になります。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございました。それでは今、資料の１についてご説明をいただきましたけれど

も、質疑応答を進めてまいりたいと思います。もう通例でございますけれども、ご意見ご質

問のある委員あるいはオブザーバーは、チャット機能を使ってお知らせいただければと思

いますけれども、人数が少ないですので、マイクのミュートを解除してお声掛けをいただい

ても結構です。順次ご発言希望に沿って指名をさせていただきます。いかがでしょうか。 

 まず、芋生委員からご質問があるということですので、芋生委員、お願いできますでしょ
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うか。 

 

○芋生委員 

 ２点、質問が１点と意見が１つありまして、まず質問のほうですけれども、対象電源とし

て、2030 年に想定される火力発電比率による加重平均によるということになっております

が、これはいつの時点で想定される比率と発電効率によるものなんでしょうか。現時点とい

うことで、例えばさっき、現時点で例えば 180 グラムという数字が出ておりますが、それ

が決定されたとすると、それは 2030 年まで変わらないのか、あるいはあと 10 年ですけれ

ども、その間に想定値の比率とか、発電効率が若干変わる可能性があると思うんですが、変

わらないのか、あるいは変わる可能性があるのかということを質問させてください。 

 あとは、もう一つ確認というか意見なんですけれども、既定値のお話が出まして、それで

個別計算による場合は、既定値に適用する場合はそれでよしと、適用しない場合に個別計算

を行うというふうに説明いただいたんですけれども、既定値を適用する場合というのは、既

定値を適用するというのは単に条件を満たすか、満たさないかということではなくて、各工

程で数字を既定値を参照して、それがトータルとして最終的に出ることになると思うんで

すね。そうすると既定値を適用できる条件であっても、事業者さんによりましては、例えば

製造方法の改良とか、あるいは輸送の効率化とかを行って、そういう努力でＣＯ２、ＧＨＧ

の排出を削減していくという努力があると思うんですけれども、そういう場合は既定値を

使える場合であっても、個別計算を行うことができるというふうにしておいたほうが、その

事業の改善に貢献するのではないかと思います。以上です。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。最初のご質問は確認のご質問だと思いますので、もし事務局が差

支えなければ、最初のご質問についてお答えいただくことは可能でしょうか。 

 

○和田新エネルギー課長補佐 

 はい。ライフサイクルＧＨＧの今、現状になっている数字がどのように引っ張って来られ

ているもので、これが今後変更し得るのかというところでございますけれども、まず電源構

成については今、議論されてきたエネルギー基本計画の議論の中で示されたミックスを使

っております。したがって 19、20 という数字が、今の 2030年のエネルギーミックスの数

字というものが、そのまま使われています。 

 排出活動から、おのおのの発電効率ですとか、そういったものについては、ここに書いて

います電中研の 2016年のレポートから引っ張ってきておりまして、当然今後その数字が変

わるということは、全く絶対にないというわけではないわけなんですけれども、制度として

運営していくに当たっては、さすがに予見可能性が必要になってこようかと思っています

ので、先ほども申し上げた 2025年をめどに見直しをするというときに、何か変更があれば
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変更するということは、ないわけではないと思いますけれども、少なくとも 2030年までの

議論について、仮にもう結論を出して、もうこの数字でということを決めたのであれば、そ

こまでについては基本的に修正はないということかなというふうに考えております。 

 

○芋生委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。芋生委員から頂いた後半の２つ目のご意見については、他の委員

の先生方のご意見とまとめて、もし事務局からお答えがあれば、後で頂こうと思います。あ

りがとうございます。 

 それでは続きまして、道田委員、その後、河野委員、お願いしたいと思います。では道田

委員、お願いできますでしょうか。 

 

○道田委員 

 はい。聞こえていますでしょうか。 

 

○髙村座長 

 はい、聞こえています。 

 

○道田委員 

 はい、ありがとうございます。ご説明どうもありがとうございました。今回、事務局から

ご提案いただいた国際基準に合うようにという方向性について、少し私見ですけれども共

有させていただきたいなと思います。 

 今回のこの方向性というのは、私としては非常に重要なことだと思っています。本来的な

意味で言いますと、もちろん皆さん、ご案内のことだと思いますけれども、気候変動でさま

ざまな不確実性があって、世界各地で影響が出ていて、温暖化ガスをできる限り努力をして

減らしていこうということが必要だというふうになっています。努力をすればいいという

考え方もあるんですけれども、それと同時に今、欧米とか多国籍企業を中心に、温暖化ガス

を十分に減らさない電力を使う企業は、サプライチェーンから排除していこうというよう

な動きも始まっております。このような動きの中で、先に高い水準を達成して、基準を引き

上げて、企業の競争力につなげていくというような競争も組み合わさってきていると思い

ます。特に電気というのは、分けることが難しい財です。ここまでが基準に合った電気、こ

こは合っていない電気ということが分けられないために、非化石証書などを使っても、なか

なかそれが難しいということになります。ですので、再生可能エネルギー、バイオマスの部

分についてですけれども、これを利用して国際的にビジネス展開する産業とか、それからサ



 13 

プライチェーン全体が、もしここで電力が十分対応できていないと、国際競争力を持ち得な

くなってしまうという局面に来ているのではないかというふうに感じております。 

 もちろん、国内に限って再エネを使うということに関しても、地球温暖化ガスを削減して

いくということは大事でして、どちらにしても重要なことだということで思いますけれど

も、特にここで国際標準に合わせていかなければいけないと思います。これは非常に事業者

さんたちにとっては厳しいところもあると思うんですけれども、この辺りもご理解いただ

いて、国際標準というところに合わせていっていただきたいなというふうに、個人的には考

えております。 

 すいません、以上です。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。それでは河野委員、お願いできますでしょうか。 

 

○河野委員 

 はい、ありがとうございます。河野でございます。まず全体に対する受け止めですけれど

も、当ワーキングにおいて、当初は持続可能性基準の検討を進めてきて、それに加えて食料

競合の観点、それから今回はライフサイクルＧＨＧの観点から、参入条件の明確化が進んで

いることに、消費者として大きな納得感を持っております。 

 ライフサイクルＧＨＧに関しましては、算定式はおおむね整理ができておりますし、今後

は今日、検討課題として挙げられている排出量の基準と削減率水準や、確認方法について、

簡単に方向性は確認できるとしても、詳細はまだまだですけれども、早期にその検討を進め

て、なるべく早期に報告案をまとめるということで、この方向性に関して異存はございませ

ん。 

 その上で、国際的な水準について、参照すべきＥＵ－ＲＥＤに関しましては、既にＲＥＤ

Ⅱの改善版として、現在より厳しい内容が公開されていて、ＧＨＧの削減比率については、

ＲＥＤⅡにおいては 2021 年以降に運転を開始したものを対象に、化石燃料比 70％の削減

を義務付けていたところ、新たな試案では、2025 年以前に運転開始した、それから運転開

始する全ての施設、つまり遡及事案を対象に、全ての施設で 70％削減を求めていますし、

また森林バイオマス燃料に対しては、熱源供給ではなく発電のみ行うプラントについては、

原則として加盟国に対して 2026 年度末までに政策的支援を取りやめるというふうなこと

が求められています。先般のＣＯＰ26 でも明確になりましたように、グローバル基準とい

うのは、より厳しい方向に向かっているんだという、その理解が必要ではないかと思います。 

 ただ、わが国においては、最初に申し上げたとおり、ライフサイクルＧＨＧが必須条件と

して検討される段階になりましたので、制度全体が固まっていない後進の対策であるため、

かなり歯がゆいところはあるものの、18 ページに示されたご提案というのは、現時点では

妥当ではないかと考えます。 
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 さらに、既定値の作成と確認スキームに関して、28ページから 31ページでお示しいただ

いた事務局案に対しても、現状では妥当だというふうに受け止めますが、一方、やはり輸入

木質バイオマス発電に関しましては、サプライチェーンにおいて他国への大きな負荷や、地

球全体への影響等をより軽減した形で行われているかについては、やはり疑問が生じない

ように、データ収集等の仕組みを明確にすべきではないかと考えます。 

 それから、既認定案件に関しては、32 ページのご提案どおり、従前のビジネススキーム

に安心することなく、排出削減に向けた努力を求めて、ホームページ等において公開するよ

うに進めていただきたいと思いますし、今後金融庁等からコーポレートガバナンス・コード

における非財務情報、特にＴＣＦＤに関する情報の積極的開示が義務付けられますので、既

認定案件を進める事業者さんにとっても、無関心ではいられない状況になるのではないか

というふうに考えます。 

 長くなって申し訳ありません。最後に質問ですけれども、ＥＵの既定値計算においては、

計算過程や算定値について公開して、パブコメを経た後、策定しているというふうに記述さ

れていましたけれども、当ワーキングにおいてもこの手続は踏まれるのか、必要であるのか

どうか教えてください。 

 それから２点目は、事業者さんの前向きな取り組みを促す手段、制度開始まではいいんじ

ゃないのというふうにのんびりと構えるというのではなく、先ほどの道田委員のご発言に

あったように、より積極的に取り組んでいただきたいと思いますので、事業者さんの前向き

な取り組みを促すインセンティブのようなものを、考えていらっしゃるのであれば、教えて

いただきたいと思います。以上です。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。質問ございましたけれども、これは後でまとめて事務局にお願い

しようと思います。相川委員からご発言のご希望を頂いていますので、相川委員、お願いで

きますでしょうか。 

 

○相川委員 

 はい、相川です。聞こえますでしょうか。 

 

○髙村座長 

 聞こえております。 

○相川委員 

 それでは発言させていただきます。私のほうからは全体に関わるところとして、削減率で

あるとか、スケジュールに関して発言させていただきます。 

 今、河野さんがおっしゃられたように、やはり残念ながらというべきだと思いますけれど

も、国際的には気候変動対策というのが、ますます時間的な余裕がなくなってきています。
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これに関わって、いろいろな環境への配慮というものが厳しくなってきているというのが

事実だと思います。ただしＲＥＤⅢに関しては、今の時点では、私の理解では欧州委員会か

ら欧州議会に対する提案ということだというふうに思いますので、現時点で決まっている

ものではないと。ただ、これもＲＥＤⅡができた 2018年時点では、確かＥＵ全体でのＧＨ

Ｇの削減目標が 40％だったというものが、今年の７月に 55％のＧＨＧ削減を目指すという

中で、全体的な規制の強化が行われる中での議論だということだと、いうようなことは、し

っかり理解しておく必要があると思います。 

 そういう意味では、日本では今現時点では 46％の削減目標を掲げているわけですけれど

も、パリ協定の約束に従うのであれば、今後当然引き上げということも考えられますし、特

に石炭火力に関しては今回のグラスゴーのＣＯＰでも議論になりました。国際的に削減努

力が進んでいるという理解ですので、この既定値の参照すべき比較対象電源のほうのミッ

クスが変わってくるというのは、十分考えられるというふうに思っております。 

 事業者さんの予見性を考えると、今から何でもありというような言い方は難しいかもし

れませんが、やはり基本的には厳しくなっていくという前提で、かつ今後もしかるべきタイ

ミングで、こうやって議論していくということが必要かというふうに思います。最初が全体

のところです。 

 それで、ただ一方で私の理解、意見では、やはりどういうふうに数字を確認して公表して

いくかどうかということのほうがむしろ大事、こういう言い方も、また語弊を招くかもしれ

ませんが、やはりこれが一番大事ではないかと思っております。そういう意味では、スライ

ドの 30枚目かと思いますが、確認のタイミングというところで、ＦＩＴ認定時は当然かと

思いますが、そして燃料納入時にも確認してもらうというのが大事だと思います。ただし、

その書類を事業者さんで保存しているというだけでは、やや手落ちと言いますか、物足りな

いのではないかと。単純に言えば、やはりしっかりエネ庁さんのほうで報告をさせるように

制度を作っていただいて、それを集計した上で、例えば調達価格等算定委員会に報告するで

あるとか、そういったようなことをしていかないと、逆に 2025年度以降の見直しというも

のも難しくなってしまうと思います。 

 あとは、現状では当然、こういったようなデータをどのように集めていくのかというとこ

ろについて、例えばマンパワーのようなところの制約というのもあるかもしれませんが、

2030 年も相変わらず紙ベースでそういったようなことをやっているというのは、むしろ考

えにくくて、デジタルの活用というようなこともありえると思います。私自身もこちらのワ

ーキンググループの初回で、イギリスの事例を紹介させていただいたと思いますが、そうい

ったシステムをしっかり作っていけば、かなり精度が高く、かつ大量のデータを扱えるよう

になるというふうに思いますので、ぜひここもしっかり制度開始まで検討いただければと

思います。 

 また、今度 32枚目のところで、既認定案件につきましても、できればこういうような形

で協力を求めていくということかと思います。ただ、ここに関して、取り組み内容の情報開
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示とありますが、具体的にはやはりここも何らかの数字を出していただかないと、頑張って

いますということでは、少し片手落ちになりかねないかなというふうに思っております。 

 ちょっと長くなっていますので、一度ここで切らせていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。今、一連、ひととおりご発言いただきましたけれども、追加で他

の委員のご意見を伺ってご発言ご希望の先生方いらっしゃいましたら、ご発言の意思をお

伝えいただけれと思います。あるいはオブザーバーの、各省からもございましたら、ご発言

いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 若干、時間稼ぎ的なところがありますけれども、私のほうから３つほど申し上げたいとい

うふうに思います。実は多く既に委員がご発言なさっているので、簡潔に発言したいと思う

んですけれども、１つは道田委員はじめ、河野委員もでしょうか、おっしゃっておりました

けれども、先般のＣＯＰ26 のお話もございました。それから企業の皆さまを取り巻くいろ

いろな事業環境を考えたときに、バイオマス燃料の持続可能性に対して関心が非常に高く

なっていて、特に気候変動との関係でいくと、ライフサイクルのＧＨＧというものに対する

関心、これを、いかにそれを下げていくかという意味でもあるわけですけれども、関心が非

常に高くなっていると思っていまして、そういう意味では今回、初めてではないですけれど

も、しかしまとまった形で、ライフサイクルＧＨＧについてご提案いただいたのは大変あり

がたいと思っております。 

 これは道田委員もおっしゃっておりましたけれども、やはり使用される事業者にとって

も、ある意味で非常に社会的な関心も、金融などの関心も高いところだというふうに思いま

すので、しっかりしたある意味でルールメーキング、ルールをお示しをして、事業者の皆さ

んにとっての認識、リスク管理をしていただくということと同時に、買取制度にとってもし

っかりした制度を作っていくことが、レピュｋリスクといったものを回避するということ

だと思います。これが１点目であります。 

 この点については、スライドの 16のところで、例えば典型的な削減率について書いてく

ださっていますけれども、事業者への影響はもちろんなんですが、やはり国際的に遜色のな

い削減目標というこの点は、その意味でも非常に重要だと思っています。これが１点目でご

ざいます。 

 ２つ目、事務局から、やはり既定値の策定という１つの重要な課題として出していただい

て、全くそのとおりだというふうに思います。これは恐らく、芋生委員の２つ目のご趣旨に

近いと思いますけれども、あるいは相川委員がおっしゃった点にも、実は重なると思うんで

すけれども、確かに既定値を使っていただくことで一種、簡易で事業者に負担がない形でと

いうことではあるんですが、同時にやはりこうした基準を見直していく場合に、あるいは制

度の見直し、制度の効果なり進捗を見ていくときに、一定の、仮に既定値に該当する場合で
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も条件に合致しているか、既定値を適用する条件に合致しているかだけでなく、そういうケ

ースのバイオマス燃料であっても、ライフサイクルのＧＨＧ値を把握していただくという

ことの意味合いというのも、非常に大きいのではないかというふうに思っております。これ

は恐らく芋生委員がおっしゃったところで、簡便さとの天秤はかけないといけないかもし

れませんけれども、しっかり事業者の皆さんが、仮に既定値をお使いになる場合でも、そこ

がしっかり把握をされるということをやはり推奨していくという、そういう仕組みが必要

じゃないかというふうに思っております。 

 これは相川委員が、既認定のところでもおっしゃったところとかぶってくる、あるいはス

ライド 30についておっしゃったところにも、関わってきていると思うんですけれども。既

定値をお使いになる場合も含めて、しっかりライフサイクルのＧＨＧの情報を対外的にも、

国に対してももちろんなんですけれども、しっかり示していただく、公開ないしは開示をし

ていただくということが必要ではないかという点については私は賛同いたします。これが

２点目でございます。 

 ３点目が、既認定案件の扱いです。これは実態からしますと、買取制度上は恐らく、使用

するバイオマス燃料の大半、大きな部分はこの既認定案件で使用される燃料であるという

のが、今の現状としては実態だと思っていまして、やはりここをしっかり、まさに国際的に

遜色がない対応に引き上げていくということが必要だと思います。他方で、これはもう以前

の議論にもありましたように、既認定案件は既にファイナンスがついていて、契約も結ばれ

ているというものが大半だというふうに思いますので、そういう意味でそうした事業者の

事業に対する配慮、事業に対する影響に対する配慮ということを念頭に置いた上ですけれ

ども、やはりその中でもライフサイクルＧＨＧの排出量の改善の努力が何か促される、そう

いう方法というのを、ご検討いただく必要があるのではないかというふうに思っておりま

す。 

 その１つの例が恐らく、相川委員がおっしゃった情報開示で、ここでは情報開示、報告を

求めるというふうに書かれていますけれども、やはり具体的に実際の既認定案件であって

も、使用している燃料のライフサイクルＧＨＧについて、その根拠ともに示していただくと。

それを見ると、どういう改善がされているかというのが分かるわけですので、例えばそうし

た情報開示や報告の内容を、より具体的に明確にすることで、努力を促していくといった方

法もあるのではないかというふうに思います。大変だとは思いますが、しかしながらこれま

でも、使用するエネルギーの転換ですとか輸送方法の改善など、契約の範囲内で調達先と連

携して取り組んでいらっしゃる事業者さんのケースもあるというふうに認識をしていまし

て、そういう努力を可能な限りお願いをするという、促していく仕組みという意味で一つ、

こうした情報開示や報告ということの内容を、より明確にしていただくというのがあるか

なと思っております。すいません、ちょっと長くなりました。以上でございます。 

 ほかに、すみません、まさに一巡、発言回っていましたけれども、２回目あるいはオブザ

ーバーからご発言ご希望はございますでしょうか。相川委員がご発言ご希望でしょうか。分
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かりました、ありがとうございます。資料１に関わらないということで、すみません、チャ

ットの。 

 

○相川委員 

 いえいえ。そうしたら、資料１なので、じゃあ、発言してしまいましょうか。 

 

○髙村座長 

 はい。 

 

○相川委員 

 よろしいですか。そうしたら、スライド 29のところになります。申し上げたように、持

続可能性の確認方法、スキームが非常に私は大事だというふうに思っておりまして、このス

ライドの中には、下の方になりますけれども、農作物の収穫に伴って生じるバイオマス以外

の燃料ということについての記述があります。これはもう具体的には木質バイオマスとい

うことに、少なくとも太宗はなるというふうに思っています。 

 ただ、今回ＧＨＧの計算の議論をしていますが、このＧＨＧの計算というのはある種、単

なる単純な計算ではなくて、例えば森林に関わっては土地利用変化の有無ですね。例えば天

然林伐採からの転換に伴う炭素ストックの変化といったような、そういったような、実際の

部分がしっかり把握されてこそ、適切な計算ができるという点が大切です。 

 それから、あと木質は、これはＦＩＴ特有の話なのかもしれないのですが、未利用材、一

般材、それから建築廃材等、複数のＦＩＴ区分の価格区分にまたがっているということがあ

りまして、ただ、これは見た目は区別できるものではありませんので、故意かどうか別とし

ても、非常に混ざりやすいというか、混ぜやすいというような性質もあります。そういう意

味では計算を行う際に、第三者認証の中で行われるというのが、ある種当然の話であって、

この中に独自計算だとか、より簡便な確認方法というのがありますけれども、その点につい

てはいま一度、確認をしておいたほうがいいのではないかなというふうに思います。よろし

くお願いします。 

 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。それでは、声は聞こえていますでしょうか、大丈夫ですかね。他

にご質問あるいはご意見のある委員、オブザーバーの方、いらっしゃいますでしょうか。 

 それでは今、ひととおり、ご発言を頂きましたので、もし事務局から何かお答えいただけ

るところ、特に河野委員から１つ具体的にご質問頂いていたかと思います。お願いできます

でしょうか。 

 



 19 

○和田新エネルギー課長補佐 

 まず、最初に芋生委員からご質問いただいたのは、既定値の関係で、仮に既定値を満たし

ていたとしても、さらに前向きな取り組みがなされているのであれば、個別計算を使うこと

もあり得るのではないかというご質問だと思いますけれども、すいません、私のご説明がよ

くなかったかもしれませんけれども、それはわれわれとしてもそういうつもりではござい

まして、既定値を満たしていても、当然それ以上の取り組みをされている場合には、個別計

算を使って、それを証明していただいて、まさにそれを、効果の公表していただくと、報告

していただくということはあり得ると思っています。そこはちょっと分かる形で、資料にも

追記するようにしたいというふうに思います。 

 また、河野委員から頂いていた、パブコメをするのかというところでございますけれども、

これはちょっと、このワーキングの報告書のような形でパブコメをさせていただくのか、そ

れとも様々なガイドラインであったり、省令であったり、告示みたいなところに書く形でパ

ブコメをするのかというのは、若干手続論としていろいろなパターンがあるかなと思いま

したけれども、少なくともこの仕組みを開始する前に、どこかでパブコメはさせていただく

という形かなというふうに考えております。 

 また、河野委員からも髙村座長からも頂いていたかと思いますけれども、事業者さんにど

ういうふうに前向きな取り組みを引き出していくのかというところでございますけれども、

なかなかここは難しいところだなと思うところではございますが、まず１つは、あまりイン

センティブという形にはなりませんけれども、まさにこうした取り組みをやっていくとい

うところについて、座長からもあったようなレピュテーションの問題といいますか、課題を

企業の皆さんに感じていただくというのは、インセンティブではなくて、むしろ後ろから追

い立てるような形にはなりますけれども、１つの形かなとは考えております。さらに、自主

的な形でどのぐらいやっていただけるか、やっていただこうと思われるような環境を作っ

ていただくというところについては、われわれも不断に考えていきたいと思いますけれど

も、ちょっと今、直ちにインセンティブのような仕組みというのが、具体に思い浮かんでい

るわけではないと、こういう状況でございます。 

 あと、相川委員からも髙村座長からも頂いた確認の仕組みのところについては、今日のご

指摘も踏まえながら、しっかり次回以降の検討のところで反映していきたいなというふう

に思います。また、座長から頂いた中でも、既認定の取り組みについて、どういうふうに公

表していくかというところでございますけれども、これはあくまでちょっと今、ご指摘を受

けてざっと考えたところではございますけれども、公表していくものについても確認する

ところについても、こういう項目を報告された際、確認してくださいというような、そのイ

メージのようなものを出していかないと、確認方法と合わせて出していかないといけない

と思いますけれども、特に既存のものについて、どこまで公表するかというところは、やや

各電源の競争力にも関わるところもあるので、これは前向きに考えたいと思いつつ、やや留

意すべき点があるかなと思いますけれども、報告の内容とその公表の内容を分けるという
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ことも、論理的にはあるのかなと思いますので、座長がおっしゃったとおり、できるだけ前

向きに取り組んでいただきやすい環境を作っていくという観点で、今後しっかり検討させ

ていただきたいなというふうに考えております。 

 最後に、相川委員から２つ目に頂きました、確認スキームの農産物以外のところですけれ

ども、ここはすいません、現時点で全ての選択肢を並べるという意味で、こういった書き方

をさせていただいておりますけれども、ご指摘のように、第三者認証の活用というのがまず

一番に考えらえるのかなというところは、われわれも感じておりまして、そこは先生方のご

意見も伺いながら、今後しっかり検討していきたいというふうに考えております。 

 すみません、ちょっともし抜けがあれば、ご指摘いただければと思いますけれども、事務

局からはいったん以上です。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。委員から今、お答えを頂いた点を踏まえて、ご発言ご希望はござ

いますでしょうか。あるいはオブザーバーからでも結構でございますけれども、よろしいで

しょうか。はい、ありがとうございます。 

 それでは今、事務局からもございましたように、幾つか今日のご意見を踏まえて、もう少

し検討いただけるということですので、また引き続いて、この点について議論を進めていけ

ればと思います。大変熱心なご議論をいただいてありがとうございます。 

 それでは続きまして、議題の２であります、ＦＩＴ制度が求める持続可能性を確認できる

第三者認証についてということで、事務局から資料の２について、ご説明をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

○和田新エネルギー課長補佐 

 それでは資料の２についてご説明させていただきます。まず、資料をおめくりいただきま

して１ページ目でございますけれども、これは先ほどお示ししたのと同じところでござい

ますが、本日の論点は、この持続可能性基準のところについて、特に詳細をというところに

なっております。もう１ページおめくりいただきまして、本日の論点をまとめさせていただ

いております。 

 第 11回のワーキングでございましたけれども、先生方の中からガバナンスの独立性とか、

第三者性を継続的に担保していくというのを、どのようにわれわれがこの制度を認めてい

く、見定めるのかという基準を定めるべきではないかというふうなご指摘を頂きました。こ

のご指摘の点につきまして、ＦＩＴ制度が求める第三者認証スキームの中立性を、どのよう

に担保していくのかという基準を本日、ご議論いただければというふうに考えております。 

 早速ですけれども、１ページおめくりいただいて３ページでございます。ちょっとこれは、

今まであまりこの絵をお示しせずに議論をしてきましたので、いったん今、われわれが議論

をしている第三者認証というのは、どのような形で施行されているのかというところを、再
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度整理をさせていただきました。ちょっと下のイメージ図のところに目を移していただけ

ればと思うんですけれども、われわれが普段、ヒアリングを行わせていただいている第三者

認証スキームというのは、法人ではなくてスキームという形にはなっておりますけれども、

要はルールブックがどのようになっているかというところについては、このワーキングに

おいて議論いただいているというふうに認識しております。 

 一方で、具体の個別のバイオマス燃料が、その持続可能性の基準に適合しているのかどう

かというのは、この③の認証機関から見て、いわゆる監査していただいている、そういう形

になっていると認識しておりまして、①のルールブックのスキームオーナーの方と、③のこ

の認証機関の方は基本的に別になっていると、こういう理解でございます。 

 一方で、認証機関については、それがそのルールブックに適しているかどうかということ

を、確認する適切な能力を有しているかという点を、②の認定機関が認定をしていて、認定

機関の認定を得た認証機関が認証を行っていると、ちょっと言葉がややこしいですけれど

も、そういった仕組みになっております。 

 ①のスキームのルールブックのところには、どの認定機関が認証した認証機関を使える

かということが規定をされていまして、もともと議論にあった第三者性、公平性というのを、

中立性をどう確保していくかという観点では、今の仕組みにおいても少なくともこの③の

認証機関の部分は、そういう一定の第三者性が担保されていると評価できるのではないか

と考えております。一方で、この①のルールブックのところで、②の認定機関を指定すると

いうか規定するという形になっているので、ですからここが何をもってこの①と②が、例え

ば支配関係にないですとか、そういったことが担保できるのかというところを、基準として

明確にする必要があるのかなというふうに考えております。 

 １ページおめくりいただきまして、では、どのようにしてその中立性を確保するかという

ところでございますけれども、一般に認定機関の中立性を確保する上では、ＩＳＯの国際的

な認証制度の確認を受けた機関を使うというのが、考えられるのではないかと思います。こ

の点、ＩＳＯ17011という規格がございまして、ここは、この中では認定機関が国家的、国

際的なレベルで承認されるための認定制度の運用に関する要求事項というのが規定されて

おります。 

 具体的には、この下にございますとおり、認定スキームの確立ですとか、認定機関自体の

組織に関する要求事項というのが、細かに定められておりまして、基本的にこれは当然バイ

オマスですとか、そういったものに限定したものじゃなくて、割と広く試験認定制度という

ものを運用する際の要求事項ということではございますけれども、こうした国際的に信認

された規格があるということを踏まえると、ＦＩＴ制度における持続可能性基準において

も、その認定機関がＩＳＯ17011に適合しているというのが確認されたものであること、ま

たその認定機関が、ＩＳＯ17011 に適合した第三者認証スキームの認証を行う機関の認定

スキームが整備されていること、これは具体に申しますと、先ほど申し上げるとおり、この

規格自体が必ずしもバイオマスに限定したものではないので、このＩＳＯの規格に適合を
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受けた認定機関というのが、この③を認定するための仕組みですとか、そういう体制をしっ

かり整えて、もう要は準備ができていること、この２つがそろっているということが確認さ

れれば、少なくともこの認定機関と認証機関のスキームオーナーからの第三者性というの

は、確保はされるのではないかというふうに考えております。 

 当然、個別には多少見ていかないといけないところができるかと思いますけれども、全体

のルールとして基準を置くためには、こうしたことが一定程度、合理性があるのではないか

なというふうに考えております。 

 念のため事務局のほうで、次の５ページでございますけれども、既にＦＩＴ制度における

第三者認証として認めているＲＳＰＯ、ＲＳＰ、ＧＧＬにおいて、この３つの認証スキーム

の認定機関になっている機関のＩＳＯ17011 への適用状況を確認させていただきましたが、

いずれの機関も基本的には、認定機関がこのＩＳＯ17011 をクリアしているという状況で

ございまして、仮に今、ご提案させていただいたような基準を設けたとしても、これまでに

認証した第三者認証スキームとの関係とも、齟齬は生じないというふうに考えております。 

 事務局からの説明はいったん以上になります。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。今、資料の２についてご説明をいただきました。ありがとうござ

います。それではこの資料の２について、質疑応答を進めていきたいと思います。同じやり

方ですけれども、ご意見ご質問のある方はチャット機能でお知らせを頂くか、あるいはマイ

クのミュートを解除してお声掛けを頂いても結構です。ご質問ご希望の方はいらっしゃい

ますでしょうか。ありがとうございます。道田委員、お願いできますでしょうか。 

 

○道田委員 

 はい、ありがとうございます。私のほうからは、これもコメントなんですけれども、前の

資料のところでのコメントとも共通する部分がありますけれども、今回このようなＩＳＯ

についてご提案いただいて、非常にありがたいなと思っております。とても賛同いたします。

これは国際的にも認知してもらえるような持続可能性を担保する仕組みというものを、日

本としてもきちんと使っていかなければいけないという意味において、非常に重要なこと

ではないかなと思います。 

 頂いた資料の中で 4.6とかですかね。公平性が確保されるようにスキームのほうの組織を

編成、運営しなければならないとか、いろいろな文書化をしなければいけないということも、

これは５番ですか、書いてありますけれども、それ以外にも７番というのをちょっと見てみ

たんですが、苦情への対応、さまざまなスキームに対する、または制度に対する苦情などの

対応の実施を確実にするための、いろいろな要件というものも設定されているということ

を見ましたので、もともと思っていた不安のようなものが払拭されて、いいのではないかと

いうふうに思っております。以上です。 



 23 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。他の委員から、ありがとうございます、河野委員、お願いいたし

ます。 

 

○河野委員 

 河野でございます。このたびの整理、本当にありがとうございました。私が消費者として

関わっている食品安全とか、品質管理の面では、既に先ほどの資料の３ページに、認証の中

立性の担保のイメージ図というので示されているような全体構造において、グローバルで

相互確認がされるような状況になっています。今回、検討させていただいている３つの認証

に関しまして、特にガバナンス等で不安を覚えていましたので、改めて認定機関というもの

の位置付けと、その具体的な適用を示していただくことによって、第三者性というのがより

明確になるということで、とても安心しております。ぜひ今後のスキームの採用に関しまし

ても、同様の見地からご確認いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。以上

です。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。それでは芋生委員、お願いいたします。 

 

○芋生委員 

 はい、ありがとうございます。ＰＫＳ第三者認証、国内では認証制度が提案されているわ

けですけれども、こちらをさかのぼって見てみますと、まさに今、説明いただいたイメージ

図に基づいているのではないかと思います。バイオマス発電事業者協会さんから提案され

たものですけれども、こちらの認定機関というのが、農林水産消費安全技術センター、ＦＡ

ＭＩＣになっていまして、ここがまさにＩＳＯ17011 に基づいて認証を行うということで、

それで認証を行うのが、ご提案の中では審査機関というふうになっておりますが、これがこ

の図でいうと認証機関ということになるのかと思いまして、まさにこの図に基づいて準備

いただいているというふうに思いますので、問題ないと思います。以上です。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。それでは相川委員、お願いいたします。 

 

○相川委員 

 はい、相川です。私も事務局さんのほうで整理していただいた方向性でご賛同いたします。

ただ、これまでのちょっと議論を思い返してみますと、ガバナンスということに関して、疑

念と言いますか、懸念を表明された方々の中に、確か審査の質と言いますか、審査委員の専
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門性に関わるような部分というのを、気にされていた方もいらっしゃったように記憶して

います。実際は、認証機関の中で、そういった方々へのトレーニングをしていたり、第三者

認証スキームの中で審査委員に対する、これも研修だとか資格制度を設けていたりする用

意もあるようです。ですので、もしそういったことを懸念されている方がいらっしゃるので

あれば、そういったことについて事務局でちょっと情報を事例的に補足いただくなりとい

うものも、こういうようなしっかりした取り組みが行われていますという確認のためにも

有効ではないかなというふうに思います。以上です。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。今、ご発言あったかと思いますけれども。 

 大筋、委員のところから、このＩＳＯの 17011 に書かれているような要求事項を満たさ

れるのであれば、この認定機関の中立性の確保という観点からは、その状況を満たすのでは

ないかというようなご発言の趣旨だったかと思います。相川委員からございましたけれど

も、これは中立性の確保ということでは必ずしもないかもしれませんが、先ほどの図のとこ

ろでいくと、スライドの３でしょうか。いわゆるしっかりした審査ができるかどうかという、

キャパシティーの評価をどうするかという、キャパシティーをどういうふうに評価するか

という、その基準の点はご指摘があったと思います。 

 事務局のほうから、いかがでしょうか。委員のほうから一巡、ご発言があったと思います

けれども。 

 

○和田新エネルギー課長補佐 

 相川委員から最後に頂いたところについては、その辺ちょっとどのぐらい何ができるか

ということも含めて、しっかり検討させていただきたいと思います。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。他にこの資料の２について、ご発言ご希望の委員、あるいはオブ

ザーバーのほうからございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。資料の１、２あるいはバイオマスの持続可能性ワーキング

の議論全般を通して、もしこの機会にご意見ご質問がある方は、いらっしゃいましたら教え

ていただけますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。本日も大変活発なご議論をいただいたと思います。幾つか

宿題と言いましょうか、頂いた意見、提案を踏まえて事務局のほうでご検討をいただくこと

もあるかと思います。事務局におかれては本日の議論を踏まえて、次回以降のワーキングの

検討につなげていただくよう、準備を進めていただければと思います。 

 時間が少し早いですけれども、もしご質問ご意見、あるいはオブザーバーも含めてござい

ましたら頂きますが、よろしいでしょうか。 



 25 

 はい、ありがとうございます。それでは次回の開催について、事務局からお願いできれば

と思います。 

 

○和田新エネルギー課長補佐 

 次回以降の開催につきましては、また日程が決まり次第、改めて経済産業省のホームペー

ジでお知らせさせていただきます。 

 

○髙村座長 

 ありがとうございます。それでは少し早いですけれども、これをもちまして本日のバイオ

マス持続可能性ワーキンググループの第 13回を閉会をしたいと思います。本日、本当にお

忙しいところお集まりいただいて、熱心にご議論いただいてありがとうございました。それ

ではこちらで閉会したいと思います。ありがとうございます。 


